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１．福祉医療費助成制度について 

（１）府独自の子どもの医療費助成制度の対象年齢を小学校卒業まで引き上げること 

（２）乳幼児以外の福祉医療費助成制度について、所得制限を緩和するなど、必要な拡充を行

うこと 

 

２．国民健康保険について 

（１）府民が払える国保料にするために府が独自に財政援助をすること 

（２）府内のほとんどの市町村で国保料の引き上げにつながる国保の広域化は止めること 

 

３．府内の歯科医療供給体制について 

（１）府の責任で歯科の２次医療の提供体制整備を進めること 

（２）府立系５病院には歯科を設置し、地域の歯科診療所との連携を強めること 

 

４．口腔衛生について 

（１）歯科についても無料低額診療事業の対象とすること 

（２）府民の口腔内の健康を保つため、各市町村の歯科健診の受診率を高める手立てをとるな

ど、位置づけを高めて進めること 

（３）歯科口腔保健法が成立したことを受け、公衆衛生対策及び歯科供給体制の整備を抜本的

に強化すること 

 

５．国への要望について 

「保険でより良い歯科医療を求める意見書」「歯科技工物の安全性を求める意見書」「学校

保健安全法による医療費助成（歯科）の適用範囲拡大を求める意見書」（別紙参照）に基づ

いて要望すること 

 

以上 




